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【縦覧に供する場所】 株式会社栃木銀行東京支店

 

 (東京都台東区三筋１丁目１番１号)

 

株式会社栃木銀行大宮支店

 

 (埼玉県さいたま市大宮区上小町482番１)

 

株式会社東京証券取引所
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せんが、投資家の便宜のため縦覧に供するものであります。
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１【提出理由】

平成30年６月28日開催の当行第115期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年６月28日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

イ　期末配当に関する事項

   当行普通株式１株当たり　　　4円50銭

ロ　その他剰余金の処分に関する事項

   減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　               3,600,000,000円

   増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　             3,600,000,000円

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、植木　栄、橋本　佳明、近藤　浩、麻生　利正の４名を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、北山　公久を選任する。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

議案 賛成数 反対数 棄権数 賛成率 決議結果

第１号議案 689,163個 107,744個 54個 83.85％ 可決

第２号議案      

　　植木　栄 773,123個 23,789個 54個 94.06％ 可決

　　橋本　佳明 780,683個 16,229個 54個 94.98％ 可決

　　近藤　浩 773,791個 23,121個 54個 94.15％ 可決

　　麻生　利正 749,483個 47,430個 54個 91.19％ 可決

第３号議案      

　　北山　公久 785,246個 11,666個 54個 95.54％ 可決
 

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成で可決されます。

・第２号議案及び第３号議案は、総議決権数の３分の１以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の過半数

の賛成で可決されます。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権事前行使分及び、当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを

合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成・

反対及び棄権が確認できていない議決権数は加算しておりません。
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